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新型コロナウイルス感染症対策本部の要請に基づく都立学校の対応について（通知） 

 

 令和２年２月 27 日に開催された政府第 15 回新型コロナウイルス感染症対策本部における要請

に基づく都立学校の対応について、下記のとおり通知いたします。貴職におかれましても幼児・

児童・生徒及び教職員に周知するとともに、感染症予防対策に万全を尽くすようお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１ 学校の臨時休業の実施について 

  令和２年３月２日から春季休業まで臨時休業を実施する。 

  なお、新型コロナウイルス感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を

児童・生徒に理解させ、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごすよう指導す

ること。 

 

２ 休業中における教育活動について 

（１）学年末考査 

３月２日以降に実施予定の学年末考査は実施しない。学年末評定については、原則として 

１・２学期の評定及び３学期の平素の学習状況等を総合的に評価し決定する。 

（２）卒業式 

臨時休業中に予定されている卒業式については、令和２年２月 26 日付 31 教総総第 2347 号 

に基づき実施する。 

（３）新入生招集日 

感染リスクへの対策を講じた上、予定された日程で必要最小限に留めて実施する。 

新入生に、入学式等についての連絡がとれる体制を整える。 



（４）修了式 

予定された日程で、混雑時を避けて登校させるとともに、放送設備等を活用し各教室で実 

施する。 

（５）自宅学習 

   児童・生徒が自宅で学習できるよう、学習内容等について指示する。 

   なお、ＩＣＴパイロット校、ＢＹＯＤ研究指定校をはじめとして、ＩＣＴ機器を使用して、

生徒と双方向のやり取りなどができる環境が整っている学校については、この間の自宅学習

に積極的に活用する。 

（６）部活動 

   行わないこととする。 

（７）個別の指導が必要な生徒への対応 

必要に応じて、課題等の送付などにより指導を行う。 

なお、登校させる場合には混雑時を避けること。 

（８）特別支援学校における対応 

特別支援学校においては、保護者の都合により自宅等で過ごすことが困難な幼児・児童・ 

生徒については福祉等と連携した支援体制が整うまでの間、また、子供たちの精神的な安定

という観点から必要な場合は、学校で過ごすことができるように配慮する。 

 

３ 感染症予防策の徹底について 

臨時休業中の感染症予防策については、令和２年２月 26 日付 31 教総総第 2347 号に基づき

実施すること。また、自宅等においても、咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うよう指

導すること。 

なお、同通知文における春休み期間の健康観察等についても、実施するよう指導すること。 

 

４ 教職員の勤務について 

教職員の勤務については、以下のとおり取り扱うこととし、詳細は別途通知する。 

（１）年次有給休暇取得の奨励 

  更なる感染拡大防止に向け、特に３月中は、学校の全教職員について、年次有給休暇の積 

極的な取得を奨励する。 

（２）時差通勤 

   混雑時の移動を回避する観点から、時差勤務等の活用により、原則、早出又は遅出の勤務 

（勤務時間の開始が午前 8 時 00 分以前又は午前 10 時 00 分以降に設定）を実施すること。 

なお、時差通勤については、長期休業日の期間に限らず、全ての教職員を対象とし、振分 

け割合の設定は行わない。 

（３）自宅勤務 



所属長が可能と判断した場合に、教職員に対して自宅勤務を認めることができる。ただし、 

外出は原則禁止とする。自宅勤務の実施に当たっては、教職員は事前に業務内容を明らかに 

し、公務運営に支障がない範囲で所属長が承認する。実施の際には、勤務の開始時及び終了 

時に職場等への定期連絡を行うこと。 

また、個人情報の持ち出しや自宅での取扱いは、各学校の保有個人情報安全管理基準等に 

基づき、十分に注意した上で、適切に行うこと。 

 

５ 令和２年度東京都立高等学校入学者選抜について 

今後予定されている入学者選抜は、令和２年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱に示さ 

れたとおりの日程で行うこととする。 

なお、検査会場の清掃やアルコール消毒、こまめな換気の実施、検査会場へのアルコール消 

毒液の設置、咳エチケットや手洗いの励行の呼び掛け、間隔を開けた受検者同士の席の配置等、 

可能な範囲で感染症対策を行うこと。 

 

 

 

（担当）                       

【休業中における教育活動について】         

 指導部高等学校教育指導課            

電 話 ０３（５３２０）６８４５ 

 指導部特別支援教育指導課            

                   電 話 ０３（５３２０）６８４７ 

 都立学校教育部特別支援教育課          

                   電 話 ０３（５３２０）６７５３ 

【感染症予防策の徹底について】           

 都立学校教育部学校健康推進課          

                     電 話 ０３（５３２０）６８７７ 

【教職員の勤務について】              

 人事部勤労課                  

                     電 話 ０３（５３２０）６８０１ 

【令和２年度東京都立高等学校入学者選抜について】  

 都立学校教育部高等学校教育課          

                     電 話 ０３（５３２０）６７４５ 


